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大規模施設整備事業事前評価調書の概要

（岩手県福祉・消費生活関連相談拠点施設（仮称）整備事業）
担当部課：保健福祉部保健福祉企画室

環境生活部環境生活企画室

１ 事業概要（所在市町村：盛岡市）

○事業目的： 老朽化・狭隘化が著しい福祉総合相談センターと県民生活センターを効率性・経済性の観点から

一体的に整備し、福祉・消費生活分野における相談窓口のワンストップ化など、支援機能の充実を

図る。

○事業内容： 建設予定地：旧県立盛岡短期大学跡地（盛岡市住吉町）

敷 地 面 積：約 7,000 ㎡ 

延 床 面 積：約 5,000 ㎡

○事業期間：令和６年度 ～ 令和８年度

○総事業費：2,965 百万円

○経  緯

昭和 48 年７月  福祉総合相談センター（現有施設）を供用開始 

昭和 59 年８月  県民生活センター（現有施設）を供用開始 

令和元年８月 福祉総合相談センターを旧県立盛岡短期大学跡地へ移転改築する方向で調整 

令和３年７月  庁内関係室課で構成する「福祉総合相談センター整備検討委員会」を設置し、整備内容に

ついて検討を開始 

令和４年６月  環境生活部を整備検討委員会に加え、福祉・消費生活分野の相談窓口の一本化に向け、県

民生活センターとの一体的な整備について検討を開始 

令和５年９月 旧県立盛岡短期大学跡地への移転整備を公表 

令和５年 11 月 住民説明会を開催 

 〃 整備基本計画を策定 

２ 事業の必要性等

本県の社会福祉行政及び消費者行政の中核的機能を担う機関として、近年増加傾向にある児童虐待相談をはじ

め、障がい者相談や消費生活相談などに適切に対応するため、施設を移転整備することにより老朽化・狭隘化の

解消と、県民福祉の向上や安全・安心の確保に向けた機能の維持・強化を図る。

３ 環境保全と景観への配慮

○ 環境保全については、温室効果ガスの排出を抑えるため、省エネルギー化及び再生可能エネルギーの導入な

ど脱炭素化に対応した施設とするほか、希少な動植物の生息が確認された場合は、生息環境の保護・保全に努

めるものとする。

○ 景観については、盛岡市景観条例において「市街地景観地域」に該当するため、盛岡市景観計画に沿って、

建物の高さや形状・色などについて、周辺環境や景観に配慮の上、整備を行うものとする。

４ 総合評価

福祉総合相談センター及び県民生活センターの各機関は、児童福祉法や消費者安全法などの関連法令の規定に

基づき設置しているものであるが、施設の老朽化・狭隘化が著しいため、相談業務におけるプライバシーの確保

や一時保護所における利用者の個別性を尊重した支援などの環境が整っておらず、相談拠点としての機能維持が

困難な状況にある。 

本県の社会福祉行政と消費者行政の中核的機能を担う機関として、移転整備後においても機能の充実・強化を

図りながら、引き続き同様の役割を担っていく必要がある。

また、整備コストについては、両センターを県有地の同一敷地内に集約し、一体的に整備することにより建設

費用及び維持管理費用の抑制に努めるとともに、環境や景観などへの影響について配慮しながら、整備基本計画

に基づき移転整備に向けた取組を着実に推進することとし、事業実施は妥当と判断したものである。
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様式１の２ 大規模施設整備事業 事前評価調書（基本構想作成後） 
令和５年 11 月 21 日作成、令和６年１月11日修正 

施設の名称 岩手県福祉・消費生活関連相談拠点施設（仮称） 

担当部課名 
保健福祉部保健福祉企画室 

環境生活部環境生活企画室 
建設予定地 盛岡市 

県の計画との関連 

計画：いわて県民計画（2019～2028） 
（政策）Ⅰ 健康・余暇 
（政策項目）３ 介護や支援が必要になっても、住み慣れた地域で安心 

して生活できる環境をつくります 
（具体的な推進方策）⑥ 障がい者が安心して生活できる環境の整備 

（政策）Ⅱ 家族・子育て 
（政策項目）６ 安心して子どもを生み育てられる環境をつくります 

（具体的な推進方策）④ 子どもが健やかに成長できる環境の整備 

（政策）Ⅴ 安全 
 （政策項目）28 事故や犯罪が少なく、安全・安心に暮らせるまちづく

りを進めます 
（具体的な推進方策）⑥ 消費者施策の推進 

事

業

概

要

(1) 事業目的

老朽化・狭隘化が著しい福祉総合相談センターと県民生活センターを効率性・経済性の観

点から一体的に整備し、福祉・消費生活分野における相談窓口のワンストップ化など、支援

機能の充実を図る。 

(2) 事業の特徴

福祉総合相談センターと県民生活センターを一体的に整備することにより、県財政負担の

軽減や施設の機能向上を図る。 

(3) 事業目標

ア 目標

指標名 基準年次 基準値 目標年次 目標値 

施設の供用開始 ― ― 令和９年度 ― 

イ 目標の選定理由及び目標値の設定根拠

令和５年度に策定した「岩手県福祉・消費生活関連相談拠点施設（仮称）整備基本計画」

において想定している供用開始年度をもとに設定した。 

(4) 事業実施の背景となる社会経済情勢

福祉総合相談センターは、児童、女性、障がいに関する各種相談対応や緊急時における一

時保護等の業務を、また、県民生活センターは、消費生活、交通事故、多重債務等の各種相

談対応や商品テスト等の業務を実施しており、本県の社会福祉行政と消費者行政の中核的機

能を担ってきた。 

社会福祉分野では、虐待を含む児童相談件数は令和４年度で 2,076 件と、平成 25 年度比

の 1.9 倍と増加傾向にあるほか、支援ケースも複雑化・困難化している状況にある。また、

自殺者数は、長期的には減少傾向にあるものの、人口 10 万人あたりの自殺者数を示す自殺

死亡率は、令和４年度で 21.3 人と、全国で２番目に高い状況となっている。 

消費生活分野では、新型コロナウイルス感染症や自然災害に便乗した悪質商法、デジタル

化の進展に伴う電子商取引やＳＮＳを起因とするトラブルなどの相談も多く、相談件数は年

間 1万件程度と、依然として高い水準で推移している。 

こうした情勢を踏まえ、本県の社会福祉行政と消費者行政の中核的機能を担う機関とし

て、両センターの必要性や役割は一層高まっている状況にある。 
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(5) これまでの経緯 ※ 事業決定の経緯、検討委員会での検討状況など

昭和 48 年７月  福祉総合相談センター（現有施設）を供用開始 

昭和 59 年８月  県民生活センター（現有施設）を供用開始 

令和元年８月 福祉総合相談センターを旧県立盛岡短期大学跡地へ移転改築する方向で

調整 

令和３年７月   庁内関係室課で構成する「福祉総合相談センター整備検討委員会」を設

置し、整備内容について検討を開始 

令和４年６月   環境生活部を整備検討委員会に加え、福祉・消費生活分野の相談窓口の

一本化に向け、県民生活センターとの一体的な整備について検討を開始 

 令和５年９月 旧県立盛岡短期大学跡地への移転整備について公表 

令和５年 11 月  住民説明会を開催 

〃 整備基本計画を策定

(6) 事業の内容

ア 事業主体

岩手県

イ 施設の概要及び規模（施設延べ面積、敷地面積等）

(ｱ) 建設予定地

旧県立盛岡短期大学跡地（盛岡市住吉町）

(ｲ) 敷地面積

約 7,000 ㎡

(ｳ) 施設の規模

下記は、整備基本計画に記載されている施設の規模であり、今後、基本設計等の過程に

より変更があり得ること。（構造、階数は今後検討） 

施設名 延床面積（㎡） 備考 

福祉総合相談センター 

児童相談所 1,444.78 

婦人相談所 368.20 

身体障害者更生相談所 44.07 

知的障害者更生相談所 159.62 

精神保健福祉センター 344.22 

その他（入居団体、廊下等） 2,098.94 

小 計 4,459.83 

県民生活センター 452.25 

合 計 4,912.08 

ウ スケジュール

下記は、整備基本計画に記載されている整備スケジュールであり、今後情勢等により変更が

あり得ること。 

・計画期間 令和６年度 ～ 令和８年度 

・今後のスケジュール

令和６年度～令和７年度 設計業者選定、基本設計・実施設計 

令和７年度～令和８年度 施工業者選定、建設工事 

令和９年度 供用開始 
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事

業

概

要

(7) 整備事業費と収支計画

現時点における整備事業費は、基本設計前であるため、国の新営予算単価（Ｒ６）を基

に算出した概算額であり、今後、検討の過程において変更があり得るもの。

ア 事業費 （百万円） 

総事業費 用地費 本体工事費 設備費 その他※

2,965 ― 2,765 未定 200 

※設計、工事監理、地質調査等

イ 年度別事業計画 （百万円） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

68 92 2,805 

ウ 財源 （百万円） 

国庫支出金 その他特定財源 県債 一般財源 

160 0 2,484 321 

エ コスト縮減への取り組み

・福祉総合相談センターと県民生活センターを同一敷地内に集約し、一体的に整備するこ

とにより建設費用及び維持管理費用を抑制する。

・県有地を活用することにより用地取得に係る費用が不要になる。

・耐久性に優れた材料を、躯体・内外装・設備材料等に採用し、施設の長寿命化を図ると

ともに、建物性能の ZEB 化等により、ライフサイクルコストを抑制する。

オ 収支計画

整備事業費に関連しないものであるが、通常業務における収支見込みを算出した。

なお、収支は現時点での想定であり、今後、国の制度改正等により増減する可能性が

あるもの。 

・収支計画（令和５年度当初予算額と同額を見込む） （千円） 

区分 内訳 R8 年度 備考 

収入※
補助金 32,435 

国庫支出金（精神保健費

等国庫補助金、地方消費

者行政推進交付金等） 

計 32,435 

支出 

人件費 898,875 

職員 151 人 

福セ：127 人 

県セ： 24 人 

管理運営費 49,086 消耗品費、光熱水費等 

計 947,961 

※収入について、不足分は県の一般財源で補填 
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事 
 

業 
 

の 
 

必 
 

要 
 

性

(1) 事業実施の必要性

ア 県計画との関連

いわて県民計画（2019～2028）では、

〇 政策項目№３「介護や支援が必要になっても、住み慣れた地域で安心して生活で

きる環境をつくります」では、障がい者が安心して生活できる環境の整備 

〇 政策項目№６「安心して子どもを生み育てられる環境をつくります」では、子ど

もが健やかに成長できる環境の整備 

〇 政策項目№28「事故や犯罪が少なく、安全・安心に暮らせるまちづくりを進めま

す」では、消費者施策の推進 

を具体的推進方策としており、本事業はこうした政策目標の実現を目指し、両センター

の移転改築により、ひとり親家庭の債務相談等の複合的な事案を抱える相談者の複数施

設間を往復する煩雑さの解消や、福祉・消費生活分野の両面からの支援可能となるなど、

相談機能の強化・充実が図られるもの。 

イ 課題や県民のニーズとの関連

福祉総合相談センターは、施設の老朽化が著しく、また、段差や階段が急勾配であるた

め、障がい者や高齢者等の利用者へ配慮した施設構造とする必要がある。 

また、児童虐待相談等の各種相談件数の増加や、支援ケースの複雑化・困難化に対応す

るための専門職員の増員を図ってきたことに伴い執務室が手狭となっており、職員数に応

じた執務環境の確保が必要であるほか、待合室や相談室などの諸室が慢性的に不足し、共

有せざるを得ない状況にあるため、相談者のプライバシー保護の観点から、各機関専有の

設備を整備する必要がある。 

県民生活センターは、消費生活相談窓口の市町村への設置や、商品テストの実施体制の

縮小等による業務内容の変化により環境再現室等の設備が遊休化しているほか、消費者団

体等の活動内容の変化や設備の老朽化により、活動室等の設備の利用が低調となっており、

社会情勢に見合った施設規模へ見直しをする必要がある 

また、現在、国が検討を進める消費生活相談のデジタル化に向けた新システム等に対応

した環境を整備する必要がある。 

(2) 県が実施（関与）する必要性

両センターに関連する機関は、下記法令に基づき、県が設置することとされている。

【福祉総合相談センター】 

児童相談所…児童福祉法第 12 条 

婦人相談所…売春防止法第 34 条 

身体障害者更生相談所…身体障害者福祉法第 11 条 

知的障害者更生相談所…知的障害者福祉法第 12 条 

精神保健福祉センター…精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第６条 

【県民生活センター】 

消費生活センター…消費者安全法第 10 条 

(3) 緊急に取り組む必要性

施設の老朽化により、施設の修繕に多額の費用（福祉総合相談センター累計 287,786 千円、

県民生活センター累計 116,223 千円）を要していることや、相談件数の増加に伴う相談室の

不足、児童相談所の一時保護所における一人当たりの居室面積が国の基準を満たしていない

など、様々な課題が生じており、これらの解消・是正を図るため、移転整備する必要がある。 
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施 

設 

計 

画 

の 

妥 

当 

性

(1) 規模の妥当性

国の基準を準用したほか、現有施設における利用状況、令和３年度に整備した宮古児童

相談所の実績や他県の事例を参考に各室の積み上げを行った。

また、利用頻度が少ない室の廃止や、合築のメリットを活かした会議室等の共有化によ

り、延床面積を現行施設より約 494 ㎡削減し、規模の適正化を図っており、施設規模は妥

当であるものと考える。 

(2) 代替手段との優位性（既存施設や類似施設、ソフト事業の活用等）

両センター各機関における相談対応のほか、児童相談所や婦人相談所においては深刻な

事情を抱える児童や女性が使用する一時保護所を有するなどの特殊性・秘匿性があること

から、活用できる他の既存施設や類似施設はないもの。 

(3) 建設予定地選定の妥当性

ア 検討した候補地

旧県立盛岡短期大学跡地（盛岡市住吉町 110 番２ほか）

イ 選定理由

(ｱ) 同一敷地内に整備予定の盛岡市所管施設と一体となった公的福祉機関の拠点形成が

図られること。 

(ｲ) 現所在地から近距離にあり、医療機関や警察等による現行の連携体制が維持され、緊

急時の迅速な対応が可能であること。 

(ｳ) 県有地であるため土地の取得費用が不要であり、必要な面積が確保できること。

(ｴ) 近隣にバスセンターがあるなど公共交通機関が整備されており、アクセスが良好であ

ること。 

(4) 利用者への配慮（ユニバーサルデザイン等）

利用者の利便性に配慮するため、次の事項を盛り込み、基本設計、実施設計の段階で具体

的に計画していくこととする。 

・ 施設内・敷地内のユニバーサルデザイン化や、わかりやすい建物・諸室の配置など、

利用者の利便性や安全性等に配慮した構造・設備とする。 

・ 日照、採光、換気等について、利用者の保健衛生に十分配慮した構造・設備とする。

・ 感染症対策として、居室、浴室及びトイレ等の専用設備を整備し、他の利用者との導

線を分離し、感染症拡大防止に配慮する。 

・ 車いす利用者や行動障がい等を有する利用者に対応するため、障がいの特性に配慮し

たスペースを確保する。 

環
境
保
全
と
景
観
へ
の
配
慮

(1) 環境に対する影響及び保全対策

ア 自然環境の状況や岩手県自然環境保全指針による保全区分

・ 建設予定地の都市計画法上の用途地域は、市街化区域（第一種住居地域）に該当する。 

・ 岩手県自然環境保全指針における環境保全区域は、「Ａ」（自然度が高く、かつ偏在す

る特に重要な植生を含む地域）と「Ｃ」（二次的自然環境の中でも、比較的自由度が高い

と判断される重要な植生を含む地域）が混在している。 

イ 環境保全対策とそれに要する経費

・ 地球温暖化の大きな要因になっている二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出

を抑えるため、省エネルギー化及び再生可能エネルギーの導入など、脱炭素化に対応し

た施設とする。

・ 希少な動植物の生息が確認された場合は、生息環境の保護・保全に努める。
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(2) 景観に対する影響及び配慮

整備地は、盛岡市景観条例において「市街地景観地域」に該当するため、本事業は盛岡

市景観計画に沿って、建物の高さや形状・色などについて、周辺環境や景観に配慮の上、

整備を行うものとする。 

総 
 

合 
 

評 
 

価

(1) 総合評価

対応方針案 
事業実施 ・ 要検討 ・ その他

（ ） （ ） 

○ 総合評価に係るコメント

福祉総合相談センター及び県民生活センターの各機関は、児童福祉法や消費者安全法な

どの関連法令の規定に基づき設置しているものであるが、施設の老朽化・狭隘化が著しい

ため、相談業務におけるプライバシーの確保や一時保護所における利用者の個別性を尊重

した支援などの環境が整っておらず、相談拠点としての機能維持が困難な状況にある。 

 本県の社会福祉行政と消費者行政の中核的機能を担う機関として、移転整備後において

も機能の充実・強化を図りながら、引き続き同様の役割を担っていく必要がある。 

 また、整備コストについては、両センターを県有地の同一敷地内に集約し、一体的に整

備することにより建設費用及び維持管理費用の抑制に努めるとともに、環境や景観などへ

の影響について配慮しながら、整備基本計画に基づき移転整備に向けた取組を着実に推進

することとし、事業実施は妥当と判断したものである。 

(2) 要検討、その他の場合対応案

※ 評価対象事業の位置図、計画平面図等を添付すること。

※ 本様式は、標準的な評価項目を示したものであり、事前評価を行う際には、施設の特性に応

じて項目の追加や省略、修正するなど適切な評価項目を検討すること。 
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